
 
　

各　位
フジオ－ゼックス株式会社
代表取締役社長　吉川 健三
7299　(東証第2部)
常務取締役　　　服部 孝樹
　(TEL 0537-35-5873)

　平成20年4月25日に発表いたしました｢平成20年３月期　決算短信｣について、一部訂正がありまし
たので、下記のとおりお知らせいたします。なお、訂正箇所は下線を付して表示しております。

１. 訂正事項　　株主資本等変動計算書（39ﾍﾟ-ｼﾞ)

【訂正前】

当事業年度(自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日)

資本剰余金

繰越利益
剰余金

3,018,6482,769,453392,948 5,201,71810,857,980

剰余金の配当 △ 287,699△ 287,699

固定資産圧縮積立金の
取崩

7,676 ―

当期純利益 1,042,5461,042,546

自己株式の取得

― ― ― 762,824754,848

3,018,6482,769,453392,948 5,964,54211,612,828

【訂正後】

当事業年度(自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日)

資本剰余金

繰越利益
剰余金

3,018,6482,769,453392,948 5,201,71810,857,980

剰余金の配当 △ 287,699△ 287,699

固定資産圧縮積立金の
取崩

7,976 ―

当期純利益 1,042,5461,042,546

自己株式の取得

― ― ― 762,824754,848

3,018,6482,769,453392,948 5,964,54211,612,828

コ－ド番号
問 合 せ 先

△ 7,976

29,304

株主資本

利益剰余金

事業年度中の変動額合計(千円)

平成19年３月31日残高(千円)

別途積立金

5,226,034

事業年度中の変動額

平成20年３月31日残高(千円)

その他利益剰余金

固定資産圧縮
積立金

37,281

△ 7,976

―

平成20年５月26日

資本金
利益準備金資本準備金
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記

利益剰余金
合計

会 社 名
代 表 者 名

5,226,034

株主資本

資本金

利益剰余金

資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合計固定資産圧縮

積立金
別途積立金

平成19年３月31日残高(千円) 37,2815,226,034

事業年度中の変動額

△ 7,976

－１－

事業年度中の変動額合計(千円) △ 7,976 ―

平成20年３月31日残高(千円) 29,3045,226,034



２. 訂正事項　　税効果会計関係（46ﾍﾟ-ｼﾞ)

【訂正前】

（税効果会計関係）

(2)法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担 (2)法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

　率との間の差異の原因となった主な項目の内訳 　率との間の差異の原因となった主な項目の内訳

実効税率 39.75％ 実効税率 39.75％

(調整) (調整)

1.52％ 1.34％

2.20％ △3.87％

△1.64％ △2.10％

0.51％ 0.64％

1.02％ △1.56％

43.37％ 34.18％

【訂正後】

（税効果会計関係）

(2)法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担 (2)法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

　率との間の差異の原因となった主な項目の内訳 　率との間の差異の原因となった主な項目の内訳

実効税率 39.75％ 実効税率 39.75％

(調整) (調整)

1.52％ 1.33％

2.20％ △3.87％

△1.64％ △2.10％

0.51％ 0.63％

1.02％ △1.41％

43.37％ 34.33％

－２－

（省略） （省略）

税効果会計適用後の法人税等
の負担率

税効果会計適用後の法人税等
の負担率

評価性引当額 評価性引当額取崩

その他

その他 その他

受取配当金等永久に益金に算入
されない項目

受取配当金等永久に益金に算入
されない項目

住民税均等割等 住民税均等割等

（省略） （省略）

交際費等永久に損金に算入
されない項目

交際費等永久に損金に算入
されない項目

前事業年度
(自　平成18年４月１日
  至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
  至　平成20年３月31日)

交際費等永久に損金に算入
されない項目

交際費等永久に損金に算入
されない項目

評価性引当額 評価性引当額取崩

前事業年度
(自　平成18年４月１日
  至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
  至　平成20年３月31日)

以上

受取配当金等永久に益金に算入
されない項目

受取配当金等永久に益金に算入
されない項目

住民税均等割等 住民税均等割等

税効果会計適用後の法人税等
の負担率

税効果会計適用後の法人税等
の負担率

その他




